
安中市生け垣奨励に関する補助金交付要綱 

 （趣旨） 
第 1 条 この告示は、市民の健康で快適な生活環境の整備を維持促進することを目的とし

て生け垣の設置を奨励し、及び促進するため、補助金を交付することに関し必要な事項を

定めるものとする。 
（補助の対象者） 
第 2 条 この告示において補助金の交付対象となる者は、生け垣を設置する土地の所有者

及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者とする。 
（補助金の対象事業の要件） 
第 3 条 この告示において補助金の対象となる事業の要件は、次に掲げるとおりとする。 
（1） 安中市内の個人用住宅用地であり、かつ、現に住宅があるか、住宅を建てる土地へ

の設置であること。 
（2） 前号に該当し、かつ、隣地や道路等との境界に設置してあるもの。ただし、建築基

準法（昭和 25 年法律第 201 号）により後退義務が生ずる道路にあっては、道路中央から道

路後退線までの間を除いた場所とする。 
（3） 竹等を支柱として設置してあるもので、高さ 0.6 メートル以上、総延長 10 メート

ル以上のもの 
（4） 設置してから 1 年未満のもの 
（5） 将来的にわたり隣地又は道路等に迷惑を及ぼさないもの 
（6） 前各号に該当し、以前に補助金の交付を受けていないもの 
（補助金額） 
第 4 条 前条に規定する生け垣の補助金額は、次のとおりとする。 
（1） 補助金額は、施工費及び樹木購入費を対象とし、その事業総額が 4 万円以上で、相

当する額の 4 分の 1 以内とし、5 万円を限度とする。ただし、補助金額に 1,000 円未満の端

数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 
（補助金の交付申請） 
第 5 条 補助金の交付を受けようとする者は、生け垣奨励事業補助金交付申請書（様式第 1
号。以下「申請書」という。）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 
（1） 案内図（住宅地図等） 
（2） 生け垣の完成写真（2 枚以上） 
（3） その他市長が必要と認める書類 
（補助金の交付決定） 
第 6 条 市長は、申請書を審査し、現地の検査による査定を行い、適正と認めたときは、

生け垣奨励事業補助金交付決定通知書（様式第 2 号）により通知するものとする。 
（補助金の請求） 
第 7 条 申請者は、生け垣奨励事業補助金交付決定通知書により生け垣奨励事業補助金交

付請求書（様式第 3 号）を提出しなければならない。 
（補助金の交付） 
第 8 条 市長は、前条の規定による補助金交付請求書を受理したときは、補助金を交付す

る。 



（維持管理及び遵守事項） 
第 9 条 補助金の交付を受けた者は、善良な管理のもとに、次に掲げる条件を遵守しなけ

ればならない。 
（1） 樹木の健全な育成を図るため、適正な管理に務めること。 
（2） 植栽後 5 年間は、樹木の伐採又は移植をしてはならない。ただし、やむを得ない事

情により事前に市長の許可を受けたものについては、この限りでない。 
（3） 樹木が枯損した場合は、直ちに補植し、現状を維持すること。 
（4） 交通の障害又は他人の土地への侵害等になる枝葉は、取り除くこと。 
（5） 設置後紛争等が生じたときは、関係者間において解決すること。 
（6） その他市長が必要と認めること。 
（補助金の返還等） 
第 10 条 市長は、偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたものに対し、交付

の補助金の全部又は一部を返還させることができる。 
 

附 則 
（施行期日） 
1 この告示は、平成 18 年 3 月 18 日から施行する。 
（経過措置） 
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の安中市生けがき奨励に関する補助金

交付要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によ

りなされたものとみなす。 










